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令和４年第３回鉾田市議会定例会 提出議案 

 

議案第１号 令和３年度鉾田市一般会計歳入歳出決算認定について 

 ··························································· 財政課 

議案第２号 令和３年度鉾田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 ······················································· 保険年金課 

議案第３号 令和３年度鉾田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 ······················································· 保険年金課 

議案第４号 令和３年度鉾田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 ······················································· 介護保険課 

議案第５号 令和３年度鉾田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 ························································· 下水道課 

議案第６号 令和３年度鉾田市水道事業会計収入支出決算認定について 

 ··························································· 水道課 

議案第７号 令和３年度鉾田市下水道事業会計収入支出決算認定について 

 ························································· 下水道課 

議案第１号から議案第７号は，令和３年度鉾田市一般会計，国民健康保険特別会計，

後期高齢者医療特別会計，介護保険特別会計，農業集落排水事業特別会計，水道事業会

計，下水道事業会計それぞれの歳入歳出及び収入支出決算について，地方自治法及び地

方公営企業法の規定により，監査委員の意見を付けて，議会の認定に付するもの。 

議案第８号 鉾田市公園条例の制定について ··························· 都市計画課 

本案は，都市公園以外の公園や広場についても設置及び管理等の規定を定めるととも

に鉾田市体育施設の設置及び管理に関する条例と整合性を図る等の改正を行うよう，鉾

田市都市公園条例を全部改正し，鉾田市公園条例を制定するため，地方自治法の規定に

より，議会の議決を求めるもの。 

議案第９号 鉾田市学校施設整備基金条例の制定について ··············· 教育総務課 

本案は，国庫補助の交付を受けて整備した鉾田市立学校施設の建物等の財産処分（有

償譲渡）を行う際，補助金の国庫納付免除の適用にあたり，補助金等相当額以上の額を

積み立て，学校の施設整備に要する経費の財源に充てるよう，鉾田市学校施設整備基金

条例を制定するため，地方自治法の規定により，議会の議決を求めるもの。 

議案第 10号 鉾田市財産の交換，譲与，無償貸付等に関する条例の一部改正について 

 ··························································· 財政課 

本案は，ポツダム政令（昭和 20年勅令第 542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命

令に関する件に基く町内会部落会又はその連合会等に関する解散，就職禁止その他の行
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為の制限に関する政令）により本市に帰属する財産について，認可地縁団体等に譲与す

ることができるよう，普通財産の譲与又は減額譲渡の条件の改正を行うため，地方自治

法の規定により，議会の議決を求めるもの。 

議案第 11号 鉾田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について ······· 総務課 

本案は，地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い，国家公務員との均

衡の原則を踏まえ，育児休業の取得制限の緩和，非常勤職員の育児休業の取得要件の緩

和等，所要の改正を行うため，地方自治法の規定により，議会の議決を求めるもの。 

議案第 12号 鉾田市議会議員及び鉾田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び

選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例の一部改正について 

 ··························································· 総務課 

本案は，公職選挙法施行令の一部改正に伴い，鉾田市議会議員及び鉾田市長の選挙に

おける選挙運動用自動車の一般運送契約以外の契約の自動車の借入，燃料費及び選挙運

動用ポスター作成の公費負担限度額の改正を行うため，地方自治法の規定により，議会

の議決を求めるもの。 

議案第 13号 鉾田市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部改正につ

いて ······················································· 総務課 

本案は，本市の消防団員数が減少傾向にあり，条例における団員定数と実団員数に乖

離が生じていることから条例の団員定数の改正を行うため，地方自治法の規定により，

議会の議決を求めるもの。 

議案第 14号 令和４年度鉾田市一般会計補正予算（第５号） ················· 財政課 

  本案は，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 6億 9,629万 8千円を追加し，総額

230億 3,957万 7千円に定めるほか，地方債について小学校施設整備事業債を減額する

もの。 

  補正の主な内容は，新型コロナウイルス感染症対策事業として，放課後児童クラブ実

施事業所に対する感染症対策を行うための事業補助，茨城県が独自に低所得の子育て世

帯に対し児童１人当り５万円を支給する子育て世帯生活応援特別給付金，オミクロン対

応２価ワクチン接種に必要な体制整備等に要する経費の増額を行うもの。また，感染症

対策以外の事業として，定期人事異動等に伴う人件費の補正，前年度決算確定に伴う地

方財政法の規定に基づく基金への積み立てのほか，鉾田クリーンセンターにおける施設

の点検結果に基づく施設改修等工事費，地質調査結果による鉾田南小学校の駐車場整備

工事費等を増額し，旭中学校区統合小学校整備事業における開校スケジュール見直しに

伴う委託料等を減額するもので，歳入面で，国庫支出金，県支出金及び繰越金を増額

し，繰入金及び市債を減額して収支の均衡を図るもの。 
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議案第 15号 令和４年度鉾田市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 ······················································· 保険年金課 

   本案は，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2億 3,528万 1千円を追加し，総額

71億 6,048万 8千円に定めるもの。 

   補正の主な内容は，定期人事異動に伴う人件費の減額を行うほか，前年度決算確定に

伴う支払準備基金積立金及び一般会計繰出金を増額するもので，歳入面で，繰入金を減

額し，県支出金及び繰越金を増額して収支の均衡を図るもの。 

議案第 16号 令和４年度鉾田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 ······················································· 保険年金課 

   本案は，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 791万 2千円を追加し，総額 6億

4,803万 9千円に定めるもの。 

   補正の内容は，定期人事異動に伴う人件費の増額を行うほか，前年度決算確定に伴う

後期高齢者医療広域連合納付金等を増額するもので，歳入面で，繰入金及び繰越金を増

額して収支の均衡を図るもの。 

議案第 17号 令和４年度鉾田市介護保険特別会計補正予算（第１号） ····· 介護保険課 

   本案は，保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1億 2,436万 9千円

を追加し，総額 52億 5,268万 3千円に定めるもの。 

補正の内容は，定期人事異動に伴う人件費の減額を行うほか，前年度決算確定に伴

う介護給付費準備基金積立金，償還金及び一般会計繰出金を増額するもので，歳入面

で，国庫支出金，県支出金，繰入金及び繰越金を増額して収支の均衡を図るもの。 

また，介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 852万 7千

円を追加し，総額 1,795万 2千円に定めるもの。 

補正の内容は，前年度決算確定に伴う保険事業勘定繰出金を増額するもので，歳入

面で，繰越金を増額して収支の均衡を図るもの。 

議案第 18号 令和４年度鉾田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 ························································· 下水道課 

  本案は，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,101万 4千円を追加し，総額 2億

3,718万 7千円に定めるもの。 

  補正の内容は，定期人事異動に伴う人件費の減額を行うほか，前年度決算確定に伴う

一般会計繰出金を増額するもので，歳入面で，繰入金を減額し，繰越金を増額して収支

の均衡を図るもの。 

議案第 19号 令和４年度鉾田市水道事業会計補正予算（第２号） ············· 水道課 

  本案は，収益的支出について，支出間の補正を行うとともに，資本的支出について，

既決の予定額に 2,530万 4千円を追加し，総額 7億 6,576万 1千円に定めるもの。 

  補正の内容は，収益的支出において，定期人事異動に伴う人件費を減額し，予備費を
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増額するもの。また、資本的支出において，定期人事異動に伴う人件費を減額し，管路

耐震化に関する工事費を増額するもの。 

議案第 20号 令和４年度鉾田市下水道事業会計補正予算（第１号） ········· 下水道課 

  本案は，資本的支出について，既決の予定額から 164万 7千円を増額し，総額 4億

3,981万 8千円に定めるもの。 

  補正の内容は，資本的支出において，定期人事異動に伴う人件費を増額するもの。 

議案第 21号 調停について ································· 鉾田学校給食センター 

本案は，水戸簡易裁判所令和４年（ノ）第３号損害賠償等請求調停事件について，調

停を成立させたいので，地方自治法の規定により，議会の議決を求めるもの。 

議案第 22号 人権擁護委員の推薦について ····························· 社会福祉課 

議案第 23号 人権擁護委員の推薦について ····························· 社会福祉課 

議案第 24号 人権擁護委員の推薦について ····························· 社会福祉課 

議案第 25号 人権擁護委員の推薦について ····························· 社会福祉課 

議案第 26号 人権擁護委員の推薦について ····························· 社会福祉課 

議案第 22号から議案第 26号は，人権擁護委員の任期満了に伴い，人権擁護委員の推

薦をしたいので，人権擁護委員法の規定により，議会の意見を求めるもの。 
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報告第１号 令和３年度健全化判断比率について ··························· 財政課 

本件は，令和３年度決算に基づき算定した令和３年度健全化判断比率について，地方

公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により，監査委員の意見を付けて，議会に

報告するもの。 

報告第２号  令和３年度資金不足比率について ····························· 財政課 

本件は，令和３年度決算に基づき算定した令和３年度資金不足比率について，地方公

共団体の財政の健全化に関する法律の規定により，監査委員の意見を付けて，議会に報

告するもの。 

報告第３号  令和３年度鉾田市一般会計継続費精算報告書について 

 ··············································· 総務課・教育総務課 

本件は，令和２年度からの継続事業であった防災無線放送施設デジタル化事業及び大

洋中学校区統合小学校整備事業について，継続費精算報告書を調製したので，地方自治

法施行令の規定により，議会に報告するもの。 

報告第４号  令和３年度鉾田市水道事業会計継続費精算報告書について ······· 水道課 

本件は，令和元年度からの継続事業であった西台系浄水場電気計装設備更新事業につ

いて，継続費精算報告書を調製したので，地方公営企業法施行令の規定により，議会に

報告するもの。 

報告第５号 公益財団法人鉾田市健康づくり財団の経営状況について ····· 健康増進課 

本件は，市が出資する公益財団法人鉾田市健康づくり財団の経営状況について，地方

自治法の規定により，議会に報告するもの。 

報告第６号  専決処分事項の報告について 

損害賠償の額の決定及び和解について ··················· 農業振興課 

本件は，令和 2年 1月 14日に鉾田市飯名地内で発生した事故について，相手方と損

害賠償の額の決定及び和解を専決処分したことについて，地方自治法の規定により，議

会に報告するもの。 

報告第７号  専決処分事項の報告について 

損害賠償の額の決定及び和解について ········· 鉾田クリーンセンター 

本件は，令和 4年 6月 9日に鉾田クリーンセンター敷地内で発生した事故について，

相手方と損害賠償の額の決定及び和解を専決処分したことについて，地方自治法の規定

により，議会に報告するもの。 


